
◉金沢市選挙管理委員会告示第52号

　令和５年４月23日執行の金沢市議会議員選挙において、期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を

次のとおり変更したので、公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第49条の７の規定により読み替えて適用される

同令第25条の規定により告示します。

　　令和５年４月22日

金 沢 市 選 挙 管 理 委 員 会

第12期日前投票所（西部）

日

目
職務を行うべき日

曜

日

投　票　管　理　者

住　　　所 氏　　　名

変更前 ６ ４月22日 土 金沢市 畑　中　　　　勝

変更後 ６ ４月22日 土 金沢市 桜　町　　征　布

日

目
職務を行うべき日

曜

日

投票管理者の職務を代理すべき者

住　　　所 氏　　　名

変更前 ６ ４月22日 土 金沢市 桜　町　　征　布

変更後 ６ ４月22日 土 金沢市 枩　谷　　伸一郎
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